
 

別紙 

（参加資格） 

第５条 見積り合わせに参加することができる者は、次の各号に該当するものとする。 

(1) 予決令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被補佐人又 は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由

がある場合に該当するものとする。 

 (2) 予決令第７１条の規定に準じて、これに該当しない者であること。 

 (3) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していることに限定した条件を付すことは

行わず、当該資格を有しない者であっても見積を提出できることとする。 

 (4) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していることを要件とする場合、Ｃ又はＤ

の等級に格付けされている者及び当該契約担当官の求める地域の競争参加資格を有する者。

ただし、見積提出依頼を行っても見積提出者がいない若しくは見積提出者との商議が不調

となったために再度見積提出依頼を行う場合又は同一年度中に同一物品若しくは役務の調

達においてオープンカウンター方式による見積提出依頼を行った結果、Ａ又はＢの等級に

格付けされた事業者からしか見積の提出が確認されなかった場合に、Ａ又はＢ等級まで範

囲を拡大して見積提出依頼を行うことを妨げない。 

 (5) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有していない者であっても見積を提出できる

条件の一つとして、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第１項に

規定する「事業継続力強化計画」又は同法第５２条第１項に規定する「連携事業継続力強

化計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者。また、当該認定を受けていない中小企

業・小規模事業者であっても、少額随契と同等規模の契約を常時継続的に締結しているこ

とを証明できる者等、防衛省、他省庁又は市町村との契約実績など過去の実績等により十

分な履行能力が証明できる者で、契約担当官から参加が認められた者についても、見積提

出者の対象に加えることとする。 

 (6) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」又は、「工事請負契約

等に係る指名停止等の措置要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

 (7) 前号により、現に指名停止を受けているものと資本関係又は人的関係のあるものであっ

て、当該者と同種の物品調達等について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。「資

本関係又は人的関係にある」場合とは、「入札及び契約心得」第３章第１２項第２号に定

めるとおりとする。 

 (8) 現に指名停止を受けている者の下請負については、認めないものとする。 

 (9) 「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約する者 

 


